
書式第１２号（法第２８条関係）

１．事業の成果

２．事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容
実施
日時

実施
場所

従事者
の人数

受益対象者の
範囲及び人数

事業費
の金額
（千円）

調査修復事業
山車人形『翁二人立』
のレプリカ製作

通年 ㈱光本 ５名
山車に関心のある
者不特定多数 １，５００

調査修復事業 飾り幕のレプリカ製作 ６月
㈱東京リスマ
チック

５名
山車に関心のある
者不特定多数 ４９

展示巡行事業
港区立郷土歴史館特別
展への出展

１０月
港区郷土歴史
館

５名
山車に関心のある
者不特定多数 ７４

普及啓発事業
公式ホームページのリ
ニューアル

通年 マーテックス ５名
山車に関心のある
者不特定多数 ３００

普及啓発事業
赤坂氷川神社「山車展
示場」のポスター製作

９月・
３月

ＡＢポスター ５名
山車に関心のある
者不特定多数 ６

普及啓発事業
オリジナル手ぬぐいの
製作

１２月
エールコミュ
ニケーション
ズ

１０名
山車に関心のある
者不特定多数 ３９７

（２）その他の事業　　　※「その他の事業」は実施しなかった。

令和３年度　　事　業　報　告　書

令和３年４月１日　から　令和４年３月３１日まで

　　　　特定非営利活動法人　赤坂氷川山車保存会　　　　

 
令和３年度は、調査修復事業として、経年劣化が懸念されていた山車人形『翁二人立』の

レプリカの製作を行った。また、飾り幕の電子データを活用し、山車人形『頼義』の上段幕

のレプリカを製作した。展示巡行事業としては、港区立郷土歴史館特別展「人形‐人ととも

にあるもの」において、山車人形『日本武尊』・『翁』・『頼義』３体と飾り幕１枚を展示

を行い、多数の来館者に赤坂氷川山車の魅力を発信した。普及啓発事業としては、赤坂氷川

神社境内に竣工した赤坂氷川祭展示場に設置するポスターを製作したほか、オリジナル干支

手ぬぐいを製作し赤坂氷川山車の啓発に努めた。

（1）


